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 2024 年８月 23 日  
 

 ＬＥＣ行政書士講座をご受講いただきましてありがとうございます。 
 

 2024 年度行政書士試験向け講座の使用教材である『合格講座講義録』および『復習用

ドリル』につきまして、以下のような訂正箇所がございます。大変おそれいりますが、

ご確認をお願いします。 
 
 
 
 
 
GU24001 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【憲法・基礎法学】』 

（p.202）上から10行目 ～ 12行目 

検討する必要がある。この問題に応えるためには、まず、立候補の自由の意義 

を考え、さらに、労働組合の組合員に対する統制権と立候補の自由との関係 

を検討する必要がある。（重複） 

                  ↓（削除） 

検討する必要がある。 
 
（p.205） 関連知識を CHECK！、上から３行目 

総体と解することになる。この見解に対しては、国民が「全国民が主権者たる 

                                                      ↓（削除） 

総体と解することになる。この見解に対しては、国民が「主権者たる 
 
 
 
 
 

2024 年度『合格講座講義録』＋『復習用ドリル』訂正のお知らせ 
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GU24002 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【民法Ⅰ 総則・物権】』 

（p.98） ＭＥＭＯ 、上から１行目 

もっとも、承認をするには、管理能力ないし管理権限がなけれなければ 

                                                ↓（削除） 

もっとも、承認をするには、管理能力ないし管理権限がなければ 
 
 
 
 
 
GU24003 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【民法Ⅱ 債権・家族法】』 

（p.259） ＭＥＭＯ （１つ目）、上から７行目 

ある。(ⅲ) 通謀的害意とは、債務者と受益者が互いに示し合わせて『債務者を害することを 

                                                      ↓（訂正） 
ある。(ⅲ) 通謀的害意とは、債務者と受益者が互いに示し合わせて『債権者を害することを 
 
（p.312）図（２つ目）、説明文、下から１行目 

Ａに対して支払うことができる。 

↓（訂正） 

Ｂに対して支払うことができる。 
 
（p.348） ＭＥＭＯ （１つ目）、上から１行目 

売買の目的物が滅失・損傷が引渡後に生じた場合については、目的物の 

          ↓（訂正） 

売買の目的物の滅失・損傷が引渡後に生じた場合については、目的物の 
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GU24004 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【行政法Ⅰ 総論・手続法】』 

（p.94） 過去問 （１問目）解答・解説 

⇒ ○ そのとおり（行政代執行法３条１項３項）。 

        ↓（訂正） 

⇒ × 非常の場合または危険切迫の場合において、緊急の必要があり、戒告の手続をとる 

 暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる（行政代執行法３条３項）が、 

 口頭で戒告することもできるとは定められていない。 
 
（p.114）（側注）過去問番号（下から４つ目） 

⇒ 2022-9-オ 

                  ↓（訂正） 

⇒ 2022-9-ウ 
 
（p.127）（側注）過去問番号（下から２つ目） 

⇒ 2022-10-４ 

                   ↓（訂正） 

⇒ 2022-10-３ 
 
 
 
 
 
GU24005 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【行政法Ⅱ 救済法・地方自治法】』 

（p.294） 過去問 （２問目） 

当然に申請を認める処分をしなければならない。［2018-18-3］ 

                                                                                         ↓（訂正） 

当然に申請を認める処分をしなければならない。［2018-17-3］ 
 
（p.294） 過去問 （３問目） 

処分をしなければならない。［2018-18-4］ 

                                                         ↓（訂正） 

処分をしなければならない。［2018-17-4］ 
 
（p.297）（側注）過去問番号（上から２つ目） 

⇒ 2015-17-１ 

                     ↓（訂正） 

⇒ 2015-17-３ 
 
（p.319）（側注）過去問番号（上から３つ目） 

⇒ 2023-19-ウ 

              ↓（訂正） 

⇒ 2023-18-ウ 
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GU24006 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【商法・会社法】』 

（p.33） 過去問 （１問目）、問題文、３行目 

当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを拒絶したものと 

                                                                                                       ↓（訂正） 

当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものと 
 
 
 
 
 
GU24007 『2024 行政書士試験 合格講座講義録【一般知識・諸法令】』 

（p.17）「４ 報酬の額の掲示等」、◇（２つ目）、上から２行目 

（※）の業務の利便に資するため、行政書士（※）その業務に関し受ける報酬 

                                                                                 ↓（追加） 

（※）の業務の利便に資するため、行政書士（※）がその業務に関し受ける報酬 
 
（p.17） 過去問 （１問目） 

その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。［1990-41-２ 改］ 

                                                                                                                ↓（訂正） 

その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。［1990-41-１ 改］ 
 
（p.24）「４ 報酬の額の掲示等」、◇（３つ目）、上から２行目 

◇ ２年以内の業務の（全部または一部の）停止（前記②）または「業務の停止」 
                                                                                                                        ↓（訂正） 

◇ ２年以内の業務の（全部または一部の）停止（前記②）または「業務の禁止」 
 
（p.24） 過去問  

に先立ってなされる聴聞の期日における審理は非公開で行われる。［2003-15-５］ 

                                                                                                                ↓（訂正） 

に先立ってなされる聴聞の期日における審理は非公開で行われる。［2005-23-５］ 
 
（p.27）「(5) 注意勧告」、◇、上から１行目 

◇ 行政書士会は、会員が行政書士法または同法基づく命令、規則その他 

                                                                             ↓（追加） 

◇ 行政書士会は、会員が行政書士法または同法に基づく命令、規則その他 
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（p.34） ＭＥＭＯ （１つ目）、下から１行目 

いる点でと「謄本」（35 頁参照）と異なる 

              ↓（削除） 

いる点で「謄本」（35 頁参照）と異なる 
 
（p.38） ＭＥＭＯ （２つ目）、上から２行目 

「筆頭者の氏名」とともに「戸籍の表示」（法８条前段）として、別に記載 

                                                                         ↓（訂正） 

「筆頭者の氏名」とともに「戸籍の表示」（法９条前段）として、別に記載 
 
（p.59） ＭＥＭＯ （２つ目）、上から１行目 

市町村の機関が当該市町村の対して請求する場合、戸籍電子証明書・ 

                                           ↓（訂正） 

市町村の機関が当該市町村に対して請求する場合、戸籍電子証明書・ 
 
（p.64） ＭＥＭＯ （２つ目）、上から２行目 

住所と異なる意義の住所と同一でなければならず（法４条参照）、生活 

          ↓（削除） 

住所と同一でなければならず（法４条参照）、生活 
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GU24024 『2024【行政法】復習用ドリルⅠ 総論・手続法』 

（p.21） □□ 180  問題（３行目） 

を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示さば足りる。［2021-12］ 

                                                                          ↓（訂正） 

を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。［2021-12］ 
 
（p.34） □□ 074  解説（４行目） 

あることを前提とする風営法違反により基礎された被告会社に対し、無罪の判決を言い 

                                                                ↓（訂正） 

あることを前提とする風営法違反により起訴された被告会社に対し、無罪の判決を言い 
 
（p.48） □□ 207  解説（２行目） 

者は、申請者が当該行政始動に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導 

                                       ↓（訂正） 

者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導 
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GU24025 『2024【行政法】復習用ドリルⅡ 救済法・地方自治法』 

（p.57） □□ 281  問題（１行目） 

□□ 281 不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁 

                 ↓（追加） 

□□ 281 処分庁が必要とされる教示をしなかったために、当該処分庁に不服申立書の提出が 

    あった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁 
 
（p.63） □□ 362  問題（３行目） 

めの訴えの６つの類型を定めており、無名広告訴訟を許容する余地はない。 

                                                                   ↓（訂正） 

めの訴えの６つの類型を定めており、無名抗告訴訟を許容する余地はない。 
 
（p.130） □□ 544  解説（１行目） 

□□ 544 × 補助金を交付した国に対して国家賠償法３条１項の責任を負わせることができるか 

                 ↓（訂正） 

□□ 544 ○ そのとおり。補助金を交付した国に対して国家賠償法３条１項の責任を負わせる 

    ことができるか 
 
（p.134） □□ 581  解説（１行目） 

□□ 581 × 一部事務組合において、議会は必置である（287条１項５号参照）。講義録Ⅱ P.378 

                                                                                                                                      ↓（訂正） 

□□ 581 × 一部事務組合において、議会は必置である（287条１項５号参照）。講義録Ⅱ P.377 
 
（p.142） □□ 683  解説（１行目） 

□□ 683 ○ そのとおり。普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する 

                 ↓（訂正） 

□□ 683 × 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する 
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GU24026 『2024【商法・会社法】復習用ドリル』 

（p.９） □□ 083  問題（１行目） 

□□ 083 問屋は、取引所の相場が存しない物品の販売または買入れを受けたとき、 

                                                                                                       ↓（追加） 

□□ 083 問屋は、取引所の相場が存しない物品の販売または買入れの委託を受けたとき、 
 
 
 
 
 
GU24027 『2024【一般知識・諸法令】復習用ドリル』 

（p.68） □□ 064  解説（１行目） 

□□ 064 × 行政書士または行政書士法人でない者は、業として「官公署に提出書類……その他 

                 ↓（訂正） 

□□ 064 ○ そのとおり。行政書士または行政書士法人でない者は、業として「官公署に提出書類 

    ……その他 
 
 
 
 
 
 ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。どうぞよろしくお願いします。 
 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 行政書士試験部 


